
「⾒える化」システムを活⽤した他の地域との⽐較・対応策（案） 別紙1-1
活⽤データ 指標 単位 全国 ⻑崎県 本組合 類似団体 ⽐較 問題等を解決するための対応策（案）

第1号被保険者 B4-a ⼈ 34,948,688 425,703 47,248 48,519

認定者数 B4-a ⼈ 6,329,095 87,526 10,650 9,271

認定率 B4-a ％ 18.1 20.6 22.5 19.1

受給者数（施設） D2 ⼈ 987,483 12,808 1,735 1,628

受給率（施設） D2 ％ 2.8 3.0 3.7 3.4

受給者数（居宅系） D3 ⼈ 432,377 7,071 1,260 521

受給率（居宅系） D3 ％ 1.2 1.7 2.7 1.1

受給者数（在宅） D4 ⼈ 3,291,390 425,065 4,917 5,145

受給率（在宅） D4 ％ 9.5 10.2 10.4 10.6

受給者1⼈あたり給付⽉額
（施設及び居住系）

D15-a 円 131,209 131,407 137,894 138,023

受給者１⼈あたり給付⽉額
（在宅）

D15-b 円 120,500 117,018 114,933 129,356

※類似団体：佐賀県内の広域保険者
※ここで使⽤されているデータは介護保険事業状況報告（５⽉分）

全国及び県平均よりも本組合の認定率は
⾼い。類似団体と⽐較すると、要⽀援２
及び要介護１・２の認定者が多い。

県平均及び類似団体レベルの⽬指すべき認定率の⽬標
設定を検討する。
〇サービス受給等の⽬的等の制度周知する。（総合事
業も周知）
〇認定審査会の判定検討（調査項⽬、判定変更率等）

全国及び県平均よりも本組合の施設サー
ビス及び居宅系（地域密着型サービス）
受給率は⾼い。（供給過剰）
在宅は県平均とほぼ同⽔準、類似団体よ
りは若⼲少ない傾向であることから、
サービスの受け⽫は不⾜していない。

施設は基盤整備が⼗分であるため、新規整備はしない
ことを定めている。
また、居宅系にあっては、グループホーム等の施設系
につき、施設同様、新規整備はしないことを定めてい
る。
本組合が総合事業を開始したH29以降の影響を考慮する
とともに、⾼齢者がより在宅⽣活を継続しやすくする
ため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービ
ス充実に取組む。

全国及び県平均とほぼ同⽔準。
類似団体よりは⾦額が少額傾向にある
が、認定者数及び受給者数の内訳として
軽度者が多いための影響が⼤きい。

介護保険事業状況報告（⽉報）におけるサービスごと
の提供回（⽇）数の分析を継続し、複数サービスの組
み合わせ等につき、適切なサービス提供が⾏われてい
るかケアプラン点検事業等を活⽤する。（総合事業の
普及・充実により健康⾼齢者増加、結果的な給付費抑
制等）


